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拷問禁止等条約・第２回日本政府報告に対する反論拷問禁止等条約・第２回日本政府報告に対する反論拷問禁止等条約・第２回日本政府報告に対する反論拷問禁止等条約・第２回日本政府報告に対する反論報告報告報告報告 

 

２０１３年２月 

日本国民救援会 

再審えん罪事件全国連絡会 

はじめにはじめにはじめにはじめに    

１、 日本では、近年、相次ぎ無期懲役が確定した３件（２０１０年足利事件・菅家利和

さん、２０１１年布川事件・桜井昌司さん、杉山卓男さん、２０１２年東電ＯＬ殺人事

件・ネパール人のゴビンダ・プラサド・マイナリさん）で冤罪が明らかになり、無罪が

確定した。杉山さんは前回の委員会審査の場で発言をして、委員のみなさんに問題点を

訴えた。 

これらの事件では、冤罪を生み出した共通する原因が、あらためて明らかになった。 

第一に、ダイヨウカンゴクで強要されたウソの「自白」が有罪の決め手となったこと

（足利事件、布川事件）。 

第二に、当事者・弁護団の再三の要求にもかかわらず、無実の証拠が開示されないま

ま、長年にわたり隠されてきたこと（布川事件、東電ＯＬ殺人事件）。 

これらの問題は、まさに拷問禁止条約が履行されていれば、防ぐことができたか、少

なくとも、もっと早期に救済できた問題である。しかし、この問題で政府は十分な検証

をせずに、制度の改善もおこなっていない。 

  さらに、東電ＯＬ殺人事件の場合は、一審で無罪となりながら、検察の上訴で逆転有

罪とされ、長期に勾留されるという問題も生まれている。 

２、 今回の審査に当たり、日本政府が委員会に提出した報告の内容は、総じて言えば、

委員会が拷問禁止条約の履行を確保するために日本の履行状況について質問しているの

に対して、単なる制度の説明をもって回答としたり、実態を何ら調査せずに簡単に問題

なしとする報告など、誠実に委員会の質問に回答しているとはとても言えない報告と言

わざるを得ない。これは、委員会を侮辱するものである。 

  以下に、国民救援会が把握している、具体的な日本の状況について、多くは政府の回

答の反論という形で、報告を行うものである。 

 

第２条関係第２条関係第２条関係第２条関係    

Reply Reply Reply Reply No.11No.11No.11No.11 に対して（に対して（に対して（に対して（証拠開示証拠開示証拠開示証拠開示））））    

政府報告は、証拠開示について「必要かつ十分な証拠が開示される制度が導入された」

「開示の要否に争いのあるとき場合には裁判所が裁定する」と、改定刑訴法を説明し、あ

たかも、十分、かつ、客観的な基準に基づいた証拠開示が実現しているかのように報告し

ている。しかし、委員会の問題提起は、「全ての関係する警察記録」の閲覧の確保、特に開



2 

 

示を判断する権限が「検察官に与えられていることに対する懸念に対処するためにとった

措置」について「詳述」することであり、その点に焦点をあてている。 

ところが政府回答の言う、改正刑訴法３１６条の１５の規定とは、「（検察官が）相当と

認めるときは、…開示をしなければならない」というもので、あくまでも証拠開示が検察

官の判断に基づいている制限的なものであること、しかも開示を行う際も「検察官は、必

要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる」

と、証拠開示自体に条件等をつけることができる規定となっており、開示を判断する権限

が第一義的に「検察官に与えられている」のであり、回答になっていない。すなわち、当

該刑事訴訟法の規定は委員会が問う「証拠の全面開示」を定めたものではなく、むしろ「証

拠の全面開示」を制限する効果を持つものとなっている。条約を履行する上でも、本来な

らば、原則として被告人・弁護人の証拠へのアクセス権の確保を制度化すべきところ、こ

の課題は先送りされており、実際の裁判でも検察、裁判所の裁量で適切な運用がされてい

るというには程遠いのが実情。    

特に、再審請求審では、改正刑訴法の規定の適用すらないとされ、証拠開示をするかど

うかは、検察・裁判所の裁量とされる運用がなされており、これまで無罪を証明する証拠

が隠されていたことがいくつかの事件で判明しており、証拠開示は全く不十分である。 

以下に紹介する例は氷山の一角である。 

 

実例１「布川事件」実例１「布川事件」実例１「布川事件」実例１「布川事件」    

証拠開示が社会問題化した顕著な例として、事件発生から４４年目の２０１１年に再審

無罪が確定した桜井昌司さん、杉山卓男さんのケース（強盗殺人罪・無期懲役）がある。 

条約発効後の２００１年に始まった第２次再審請求で、弁護人が粘り強く、道理のある

厳しい要求を続けた結果、いくつかの重要な検察側手持ち証拠が開示され、再審開始決定

に至った。それらの証拠は、事件が発生したとされる時間帯に近接した時刻に、被害者宅

前で上記２人でない別の人物を見たという近隣住民の供述調書や（「自白」により有罪判決

が扼殺と認定した事案であるが）被害者の遺体状況から絞殺とした所見に関する初期捜査

記録など、捜査段階から存在していたものであった。検察庁、裁判所とも、３０年以上開

示に応じてこなかったことになる。しかも、開示された証拠は段ボール箱に９個あるとい

われる証拠のごく一部である。再審開始決定後に行われた再審公判でも、検察はわずか７

点の証拠を開示しただけであった。そのうちの１点は、弁護団の証拠開示請求に対し、以

前から「不見当」と回答されていた証拠であった。 

桜井さんは２０１２年、国家賠償請求訴訟を提起した。誤った裁判の原因と責任を問う

国家賠償請求裁判では、検察は全面的な証拠開示をし、いかなる理由から無実の人が２９

年間もの長きにわたる獄中生活を余儀なくされなければならなかったのかを検証すべきで

ある。 

 

実例２「東電実例２「東電実例２「東電実例２「東電 OLOLOLOL 殺人事件」殺人事件」殺人事件」殺人事件」    

 昨年無罪判決が確定した事件で、証拠開示がなされていれば有罪判決を避けることがで

きたと思われる例として、１９９７年３月、東京都渋谷区のアパートの空室で、東京電力

に勤める女性（当時３９才）を殺害し所持金を奪ったとされたネパール人、ゴビンダ・プ
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ラサド・マイナリさん（当時３０才）のケース（強盗殺人罪・無期懲役）がある。 

 この事件では、ゴビンダさんと犯行を直接に結びつける証拠は何ひとつなく、一審東京

地裁は、「被告人を犯人とするには合理的な疑いが残る」として無罪判決を出したが、裁判

所は、出入国管理法に従えば強制退去させるべき超過滞在者であるゴビンダさんを、検察

の控訴を理由に強制退去させず、前代未聞の『無罪勾留』を認めた。そして東京高裁で無

期懲役、２００３年１０月に最高裁で上告棄却され無期懲役が確定した。 

 ２００５年３月、ゴビンダさんは、東京高裁に再審を請求し、弁護団は、証拠開示と被

害者の遺体や遺留品に付着した体液の DNA 型鑑定を行うように主張していたが、当初、

検察も裁判所も弁護団の求める証拠開示や DNA 鑑定に消極的だった。ところが２００９

年６月、足利事件（後述の実例４）で、菅家さんが新 DNA 鑑定の結果、無実が明らかと

なり釈放され、これを契機として、ゴビンダさんの再審請求審でも、裁判所が積極的な姿

勢を示し、２０１１年３月から弁護団請求証拠についての新 DNA 鑑定が行われ、再審開

始、無罪判決となりました。 

再審請求審が行われる中、明らかになったこととして、次の驚くべきことがある。１９

９７年４月３日付の科捜研から出された「久保田鑑定」で、犯人のものと思われる被害者

の体表（上半身、下半身あわせて５箇所）についていた唾液の血液型が O 型であることが

わかっていたのだ。ゴビンダさんの血液型は、B 型であることから、当時から捜査機関は、

真犯人がゴビンダさんでないことを知ることができた、またはゴビンダさん以外の者が真

犯人と考えることができたのである。 

 

実例実例実例実例３３３３「大崎事件」「大崎事件」「大崎事件」「大崎事件」    

現在、検察・裁判所が証拠開示に極めて消極的態度を示している顕著な例として、原口

アヤ子さんが、元夫らと共謀して、義理の弟を殺害して死体を遺棄したとされる大崎事件

（殺人および死体遺棄罪・原口さんは懲役10年、元夫は懲役８年）がある。大崎事件の第

２次再審請求審では、弁護側が証拠開示を強く求めているのに対して、検察が証拠のリス

トを作成済みであるにもかかわらず、法律上、検察には開示義務がないとして、その作成

済みのリストさえ開示しようとせず、裁判所も開示に全く消極的で、証拠開示のないまま

裁判をしようとしている。 

本件は０２年に鹿児島地裁で再審開始決定を出したが、検察の上訴で取り消され、現在

も係争中。原口さんの共犯として有罪とされた３人の親族も服役後、自白が虚偽であった

と告白。内１人は病死、２人は自殺。 

 

Reply No.17Reply No.17Reply No.17Reply No.17 に対して（に対して（に対して（に対して（「「「「主に主に主に主に自白に基づく有罪判決」自白に基づく有罪判決」自白に基づく有罪判決」自白に基づく有罪判決」））））    

委員会の質問は、効果的な監督のない勾留と、これによる自白獲得およびその「自白に

もとづく有罪判決の数が不均衡に高いことへの懸念に対応するためにとった措置について

の情報提供」を問うている。しかし、政府の回答は、前段では勾留に関する規定を説明し

ただけであり、後段では検察の訴訟活動を一般的に述べるだけで、「懸念に対応するために

とった措置についての情報提供」をしていない。 

そればかりか、「『主に自白に基づいて』有罪判決が下されているものではない」とする
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虚偽を述べている。以下に、「主に自白に基づく有罪判決」が行われている実例を挙げる。 

 

実例実例実例実例４４４４「足利事件」「足利事件」「足利事件」「足利事件」    

  １９９０年に発生した幼女誘拐殺害事件の容疑者として菅家利和さんが逮捕起訴され

た事件（わいせつ誘拐・殺人・死体遺棄罪・無期懲役刑）。捜査機関は、当時技術的にも

確立しておらず、誤ってもいたＤＮＡ型鑑定を虚偽自白獲得に活用したとともに、確定

判決は、菅家さんの「自白」にもとづき、この自白を支えるものとして誤ったＤＮＡ型

鑑定を最大の根拠とした。 

２００２年に再審請求を申し立て、あらためて行われた DNA 鑑定で、被害者の下着

に付着していた真犯人のものとされる体液由来のDNA型と菅家さんのDNA型が一致し

ないことが明らかとなった。検察側もこれを認め、再審開始決定前に刑の執行を停止し

て釈放し、さらに検察側が無罪の論告を行って２０１０年、再審無罪が確定した。再審

開始決定前の刑の執行停止は前例がなく、再審無罪判決は、自白の内容が虚偽であるこ

とを明確に指摘した。 

  本件は、条約発効後の２０００年に最高裁で有罪判決が確定し、前回の日本政府報告

の審査後に、自白の信用性が検察庁と裁判所によって否定された事例である。マスコミ

も冤罪事件として大きく報じた事件で、最も広く国民に知られている「主に自白に基づ

いた」有罪判決の典型例である。この事件を契機に、自白に依拠した捜査や裁判に対す

る批判、取り調べの全面可視化を求める世論が高まっている事実があるにも関わらず、

政府報告にはこの情報が欠落している 

 

実例実例実例実例５５５５「袴田事件」「袴田事件」「袴田事件」「袴田事件」    

  １９６６年に起きた放火強盗殺人事件の犯人として袴田巌さん（当時３０歳）が逮捕

起訴された事件（住居侵入・強盗殺人・放火罪・死刑）。無罪の心証を固めた主任裁判官

が「合議に敗れて」、主に「自白」に基づき有罪死刑判決を書いた例。 

現在、第二次再審請求を行っているが、一審で有罪判決を書いた熊本典道裁判官（当

時）が判決から約３８年目の２００７年、無実と思いながら死刑判決を書いたことを涙

を流して告白し、テレビの報道番組が大きく報じた。 
 

熊本裁判官の告白（要旨） 

  「自分はこの事件の主任を務めたが、検察側立証に自白強要、証拠改竄・捏造の疑いをもっており、

袴田さんは無実と確信し、無罪判決文を起案していた。しかし、先輩裁判官を説得できず２対１の多

数決で敗れ、やむなく死刑判決を書かされた。無実の人に死刑を言い渡さねばならない憤りを、せめ

て何らかの形で伝えたくて、判決文のなかで『自白の獲得に汲々として、物的証拠に関する捜査を怠

った』『適正手続きの保障という見地からも…反省されなければならない』と、付言した。しかし、

悔いが残り、その後、裁判官を辞めざるを得なかった。やり場のない気持ちはどうしようもなく、こ

のことを思い出さない日は一日たりともない。自分の家庭も崩壊した」 

  

袴田巌さんへの取調べは一日平均約１２時間に及び、分かっている限りでも４５通の

「自白」調書が作成されたが、同地裁は、そのうち、４４通は自白強要によるとして証

拠から排除しており、凶器や犯行態様などの事実認定は、主に残る一通の自白調書に基
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づくものである。 

また、二審も、犯行時にはいていたとされるズボンはサイズが小さく袴田さんにはは

けないことを実験で確認しながら有罪としたように、客観的事実よりも自白に依拠した

判決が現在も維持されている。 

本件の自白強要・判決は、いずれも条約発効前の例であるが、袴田死刑囚（７６歳）

はいまだ拘禁状態から救済されておらず、拘禁症に苦しみ続けている。また、自白強要

があったかどうかの事実調査すら行われていないという、条約に適合しない実態が、い

まなお継続している。 

 

実例実例実例実例６６６６「名張毒ぶどう酒事件」「名張毒ぶどう酒事件」「名張毒ぶどう酒事件」「名張毒ぶどう酒事件」    

  １９６１年、集落の寄合いの席で出されたぶどう酒に農薬が混入されていたために５

人が死亡し、１２人が傷害を負った事件で、奥西勝さん（事件当時３５歳）が犯人とさ

れたケース（殺人および殺人未遂罪・死刑）。第７次再審請求で奥西さんは、再審開始決

定を受けたが検察の異議申し立てによって２００６年、決定が取り消された。この取り

消し決定は次のようにのべ、自ら自白を拠り所としていることを吐露している。 
 

第７次再審請求異議審決定（２００６年１２月２６日名古屋高裁） 

「自白した犯罪は当然極刑が予測される重大殺人事件であり、いくら、その場の苦痛「自白した犯罪は当然極刑が予測される重大殺人事件であり、いくら、その場の苦痛「自白した犯罪は当然極刑が予測される重大殺人事件であり、いくら、その場の苦痛「自白した犯罪は当然極刑が予測される重大殺人事件であり、いくら、その場の苦痛

から逃れたいと考えたとしても、そう易々とうその自白をするとは考えにくい。」から逃れたいと考えたとしても、そう易々とうその自白をするとは考えにくい。」から逃れたいと考えたとしても、そう易々とうその自白をするとは考えにくい。」から逃れたいと考えたとしても、そう易々とうその自白をするとは考えにくい。」    
 

  なお、奥西さんは一審で無罪判決を受け、二審で逆転死刑とされ、これが確定した。

その後、７度目の請求で上記の再審開始決定を受けた後、再審取り消し決定、取り消し

決定を取り消す決定を受けたが２０１２年、再び「捜査段階での自白の信用性が高い」

として、再審開始決定を取り消され、現在、最高裁に無実を訴えている。事実上、三度、

有罪判決に対する疑いを指摘されながら、いまなお８７歳にして救済されていないこと

になる。 

 

その他の例についてその他の例についてその他の例についてその他の例について    

  第二次世界大戦以降、国民救援会が支援してきた冤罪事件の裁判は、100 件を超え、

言論表現活動に対する弾圧裁判も１５０件を超える。これらは、冤罪、弾圧という異な

ったカテゴリーに属する事件ではあるが、双方に共通するのは、被疑者が、ほとんど例

外なく警察官、検察官による「自白」強要を受けたと訴えていることである。当会の調

査によって冤罪と認められる事件のほとんどは、自白が客観的事実と符合しないことが

確認できるにも関わらず、自白調書のストーリーにしたがった事実認定で有罪とされて

いる。 

これらの実例を紹介する紙幅はないが、現在もなお、「強要された嘘の自白に基づいた

有罪判決」が新たに生み出されている。 

 

Reply No.35、、、、36 に対して（に対して（に対して（に対して（死刑確定者と弁護人との秘密交通権の確保死刑確定者と弁護人との秘密交通権の確保死刑確定者と弁護人との秘密交通権の確保死刑確定者と弁護人との秘密交通権の確保）））） 

政府報告には、委員会の「厳格に確保されているのか」との質問の答えはない。それば
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かりか、「再審開始決定が確定していない死刑確定者と弁護士との間の面会についても、法

律に定める一定の要件が認められる場合に、各刑事施設の長の裁量により、職員の立会い

などの措置を省略することができることとされており、個別具体的な事案において、各刑

事施設の長が、適切に判断していると承知している」と報告し、具体的な事実に触れるこ

とを避けている。 

実態は、再審開始が確定するまで、弁護人または弁護人となろうとする者との秘密交通

は権利としては全く保障されず、実際にも当会の扱う再審請求中または準備中の事件では

いずれも立会人がついており、打ち合わせの秘密性は認められていない。再審は法的に認

められた国民の権利であり、その実現のためには弁護人との秘密交通は権利として保障さ

れることが必要である。そうでなければ、再審請求するものにとって、十分な弁護を受け

る権利が侵害されるおそれがある。 

具体例：実例実例実例実例６６６６「「「「名張毒ぶどう酒事件名張毒ぶどう酒事件名張毒ぶどう酒事件名張毒ぶどう酒事件」」」」の奥西さんとその弁護人との接見は、秘密性の

確保はなされていない。 

 

第１０条関係第１０条関係第１０条関係第１０条関係 

Reply No.67～～～～75 に対して（に対して（に対して（に対して（法執行法執行法執行法執行機関職員への国際人権条約の教育機関職員への国際人権条約の教育機関職員への国際人権条約の教育機関職員への国際人権条約の教育）））） 

政府報告では、「新たに採用された警察職員に対しては、・・・拷問禁止条約・・・市

民的及び政治的権利に関する国際規約（B規約）等の人権の国際的潮流に関する教育を実

施している」、「各階級に昇任する職員に対しても・・・人権の国際潮流等の各種人権課

題についての教育を実施している」、「犯罪捜査、留置業務、被害支援等の業務に専従す

る警察職員に対しては・・・被疑者、被留置者、被害者の人権に配慮した適正な職務執行

を行うために必要な知識・技能等を修得させるための教育を行っている」、「検察官等に

対しては、基本的人権を尊重した検察活動を徹底するためその経験年数等に応じた各種研

修を実施している」とある。 

 しかし、条約と合致した教育カリキュラムなどないに等しい。日本政府は、一般的な人

権教育をすれば、それが条約に合致したものと錯覚している。 

 捜査のなかで、被疑者の心身に苦痛を与え、事実に反する自白を求め、これを証拠に有

罪判決を求めるやり方が伝統的な日本警察の捜査手法である。自由権規約委員会からも日

本政府は自白偏重捜査及び裁判を咎められ、科学捜査を重視することを再三求められてい

る。しかし、今なお被疑者取り調べでは、人権侵害の温床となっているダイヨウカンゴク

（代用監獄）を正当化し、長期間の勾留と長時間の取り調べを常態化させ、被疑者をウソ

の自白で落とすための手練手管（Ｗｉｌｅ）が伝授されている。 

 警察においては、精神的苦痛を与えることが拷問だとは認識されていない。 

甘言、誘導、困惑、脅迫を用いて、自白しなければ被疑者自身が家族関係においても、

職場や社会生活の関係においても、著しく不利な状況に追い込まれると錯覚させ、被疑者

をおとす（自白させること）のである。 

 愛媛県警で暴露された「被疑者取調べ要領」は、「適性捜査専科生」用の警察による作

成文書である。もし本条約に合致した適切な教育がなされていれば、捜査教育に当たる幹



7 

 

部が、このような捜査手法を部下に教育するなどあり得ない内容である。 

 文書は１３項目にわたり、具体的な自白のさせ方を教示しているが、このうち数点を摘

示すれば以下のとおりである。 

 「取り調べ官は「取り調べ官は「取り調べ官は「取り調べ官は、、、、粘りと執念をもって粘りと執念をもって粘りと執念をもって粘りと執念をもって『『『『絶対絶対絶対絶対』』』』に落とすというに落とすというに落とすというに落とすという、、、、自信と執念に満ちた気迫が必要自信と執念に満ちた気迫が必要自信と執念に満ちた気迫が必要自信と執念に満ちた気迫が必要

であるであるであるである」」」」 

    「調べ室に入ったら自供させるまで出るな」「調べ室に入ったら自供させるまで出るな」「調べ室に入ったら自供させるまで出るな」「調べ室に入ったら自供させるまで出るな」 

    「被疑者の言うことが正しいのではないかという疑問を持ったり「被疑者の言うことが正しいのではないかという疑問を持ったり「被疑者の言うことが正しいのではないかという疑問を持ったり「被疑者の言うことが正しいのではないかという疑問を持ったり、、、、調べが行き詰まると逃げたく調べが行き詰まると逃げたく調べが行き詰まると逃げたく調べが行き詰まると逃げたく

なるがなるがなるがなるが、、、、その時に調べ室から出たら負けである」その時に調べ室から出たら負けである」その時に調べ室から出たら負けである」その時に調べ室から出たら負けである」 

    「否認する被疑者は朝から晩まで調べ室に出して調べよ（被疑者を弱らせる「否認する被疑者は朝から晩まで調べ室に出して調べよ（被疑者を弱らせる「否認する被疑者は朝から晩まで調べ室に出して調べよ（被疑者を弱らせる「否認する被疑者は朝から晩まで調べ室に出して調べよ（被疑者を弱らせる    意味もある）」意味もある）」意味もある）」意味もある）」 

    「平素から強靱な気力「平素から強靱な気力「平素から強靱な気力「平素から強靱な気力、、、、体力を養っておく必要がある」体力を養っておく必要がある」体力を養っておく必要がある」体力を養っておく必要がある」 

  

  専ら取調官の気力と体力に頼りながら被疑者に精神的苦痛を与えて、自白を誘導させる

ものであり、科学的捜査とは程遠い、まさに拷問といえる行為である。文書のあるなしに

かかわらず、各地の警察署で、教育の名において部下に教えこんでいる捜査手法である。 

 こうして足利事件、布川事件、氷見事件など幾多の冤罪事件が生まれ、無実の者が何十

年もの年月を刑事施設に収容された例が、最近立て続けに暴露されている。 

 

※ 参考：情報としては、最新ものではないが、国民救援会が、２００８年の自由権規約

委員会第５回日本政府報告審査の際のカウンターレポート「３．規約に基づく

人権教育」を掲げる。 

  Ｄ 政府報告にいう「人権教育」の実態 

    日本国民救援会は、情報公開法にもとづき、最高裁判所、検察庁、警察庁、法務省に対し、「国

際人権規約委員会第４回最終見解を受けとめて、爾後１年間に下級機関に対して出した文書」を

請求した。さらに、2007 年７月 30日、最高裁判所と警察庁に対して、同趣旨で最近１年間の行

政文書について情報公開請求した（以下、「第二次請求」という）。これらの結果は以下のとお

りであった。すなわち、日本政府は、最終見解などを、極めて形式的・表面的に伝達（配布）し

たのみにとどまっている。そして、一部の官庁・部局に対してはそれらの文書さえ下ろしていな

い。結局、研修実施はおろか、改善のための具体的指示・指導文書の類はいっさい出されておら

ず、規約上の人権についての実効性ある教育はなされていない。 

１．裁判官への「人権教育」 

        最高裁判所から高裁事務局長などに対しては、以下の文書を出したに過ぎない（1999

年７月 23日付）。「事務連絡」と添付文書（「第４回政府報告書に対する規約人権委員

会の最終見解」と「規約人権委員会の一般的な性格を有する意見」） 

              そして、上記「第二次請求」に対しては、2007 年８月 27 日時点においても、なお、「検

討中」との回答であり、請求後 30日以内の期限に回答できないとの連絡がなされ、その

後も無回答のまま今日に至っている。 

２．検察官への「人権教育」 

最高検察庁から下級庁に対しては、以下の文書を出したに過ぎない。 

「第４回政府報告（抄）」「審査における委員会からの質問およびそれへの回答（抄）」 

「第４回政府報告に対する規約人権委員会の最終見解」 

３．警察官への「人権教育」 

              上記「第二次請求」に対する警察庁の回答によれば、警察庁から各都道府県警察には

自由権規約委員会第四回最終見解を周知させるための文書は、全く出されていない（回

答文書＝平 15警察庁甲情公発第 47－１号・2003 年７月 11 日）。「第二次請求」に対し

ても、「不存在」との回答であった。 

４．一般行政官への「人権教育」 

               法務省から下級機関に対しては、以下の文書を出したに過ぎない。 

国際局から出された文書＝「第４回政府報告（抄）」「審査における委員会からの

質問およびそれへの回答（抄）」「第４回政府報告に対する規約人権委員会の最終

見解」 
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（しかし、矯正局から各刑事施設などへ、及び人権擁護局から下級機関に対して出された

文書はない。） 

 

第１１条関係第１１条関係第１１条関係第１１条関係 

Reply No.94～～～～105 に対して（に対して（に対して（に対して（取り調べ方法等の改善取り調べ方法等の改善取り調べ方法等の改善取り調べ方法等の改善）））） 

１ ２０１２年６月から９月にかけて、他人が所有するパソコンをコンピューターウイル

スに感染させ、所有者が知らない間に殺人、爆破、襲撃などの犯行予告をウェブサイト

上やメールで行う脅迫事件が相次いで発生した。一連の事件で４人の男性が逮捕された

が、１０月に真犯人から犯行声明のメールがマスコミ等に送られて真相が明らかとなり、

警察庁が男性４人の誤認逮捕を認めるに至った。 

重要なことは４人のうち２人の男性が虚偽の自白に追い込まれていることである。供

述調書ではありもしない「動機」まで解明されている。１人（１９歳の少年）は真犯人

と捜査当局しか知りえない、犯行に使われたハンドルネームを含む上申書を提出してお

り、取調べに誘導があったことは明らかである。 

警察のその後の検証では、パソコンの接続履歴から特定できたインターネット上の「住

所」に該当するＩＰアドレスを確実な証拠だと過信したことが問題だったとするだけで、

違法な取調べへの反省は皆無である。 

２ 被疑者の取調べについて政府報告は、警察において①取調べ監督制度の導入や取調べ

時間管理の厳格化など内部規則の強化と、②取調べ状況を外形的に把握できるよう取調

べ室に透視鏡等の設置をはかるなど取調べ環境の整備を行ったとしている。 

しかし①の監督制度は、監督担当者が取調べの様子を常時監視しているわけではない。

そもそも身内によるチェックに監督機能は期待できず、取調べの録音・録画の代替措置

にはなりえない。捜査と拘禁が同じ警察組織によって行われる実態にも変化はない。依

然として被拘禁者は警察という一つの組織の下で 24 時間の監視を受けた状態で自白を

迫られる立場に置かれている。 

②の環境整備の一旦が、2010 年の「警察白書」に写真入りで紹介されている（次頁の

図を参照）。「適正な取調べを担保するための施設整備」として「取調べ室内の机の足下

に遮蔽板を設置し、机を床に固定」したとある。これは「取調官が取調室の机をけって

も動かないよう床に固定した上、足が容疑者に当たらないよう・・・遮へい板を設置す

る」ために警察庁が 2009 年度予算に対し 3 億 6400 万円を予算要求して実現したもので

ある（東京新聞 2008 年 12 月 20 日付）。多額の税金を投入して物理的な施設整備を行わ

なければ、取調べ室の安全を担保できないという事実は、かえって取調べ官の人権意識

への疑いを増大させるものである。 
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（平成２２年版 『警察白書』８０頁より） 

 

３ 政府報告が述べる裁判員裁判対象事件に関する「取り調べ機能を損なわない範囲内」

での録音・録画の試行とは、自白した被疑者に供述調書を読み聞かせ、被疑者が署名す

る場面を録画するなどの一部可視化にとどまっており、かえって自白が任意に行われた

ように印象付ける危険がある。 

４ 愛媛県警文書について、政府報告は「個人が作成したもの」とするが、県警内部にお

ける「適性捜査専科生」を対象とした講義用資料である。文書の存在が明るみにでてか

ら、これに関連した何らかの処分がされたという報道はない。 

５ 日本で初めて、ＤＮＡ再鑑定によって無実が明らかとなった足利事件（実例実例実例実例４４４４⇒４頁

参照）は、取調べの問題を検討する上で不可欠の事件である。 

2009 年 6 月、逮捕後 17 年半ぶりに釈放され、2010 年 3 月、再審裁判で無罪が確定した

足利事件の冤罪被害者、菅家利和さんは、著書『尋問の罠』で、取調べにより「自白」に

追い込まれたことを次のように明らかにしている。 
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1991199119911991 年年年年 12121212 月月月月 1 1 1 1 日午前日午前日午前日午前 7 7 7 7 時ころ、自宅に警察官時ころ、自宅に警察官時ころ、自宅に警察官時ころ、自宅に警察官 6666 人がやってきて、ドアを開けると人がやってきて、ドアを開けると人がやってきて、ドアを開けると人がやってきて、ドアを開けると 3333 人がな人がな人がな人がな

だれこんできた。「そこに座れ」と家の中のガラス戸前に座らされるとすぐ「子供を殺したな」だれこんできた。「そこに座れ」と家の中のガラス戸前に座らされるとすぐ「子供を殺したな」だれこんできた。「そこに座れ」と家の中のガラス戸前に座らされるとすぐ「子供を殺したな」だれこんできた。「そこに座れ」と家の中のガラス戸前に座らされるとすぐ「子供を殺したな」

と言われ、否認するといきなり胸に強い肘鉄を食らわされた。自分はひっくり返り、あやうくと言われ、否認するといきなり胸に強い肘鉄を食らわされた。自分はひっくり返り、あやうくと言われ、否認するといきなり胸に強い肘鉄を食らわされた。自分はひっくり返り、あやうくと言われ、否認するといきなり胸に強い肘鉄を食らわされた。自分はひっくり返り、あやうく

後ろのガラス戸にぶつかるところだった。そして予定していた友人の結婚式に参加するので警後ろのガラス戸にぶつかるところだった。そして予定していた友人の結婚式に参加するので警後ろのガラス戸にぶつかるところだった。そして予定していた友人の結婚式に参加するので警後ろのガラス戸にぶつかるところだった。そして予定していた友人の結婚式に参加するので警

察には行けないと言うと、「そんなことはどうでもいい」と相手にされず、警察署へ連行された。察には行けないと言うと、「そんなことはどうでもいい」と相手にされず、警察署へ連行された。察には行けないと言うと、「そんなことはどうでもいい」と相手にされず、警察署へ連行された。察には行けないと言うと、「そんなことはどうでもいい」と相手にされず、警察署へ連行された。    

足利警察署では午前足利警察署では午前足利警察署では午前足利警察署では午前 9999 時から取調べが開始された。取調べを担当した時から取調べが開始された。取調べを担当した時から取調べが開始された。取調べを担当した時から取調べが開始された。取調べを担当した 2222 人の警察官は自宅に人の警察官は自宅に人の警察官は自宅に人の警察官は自宅に

なだれこんだ中のなだれこんだ中のなだれこんだ中のなだれこんだ中の 2222 人だった。昼食時間はあったが、午前中も午後も、「お前がやったんだな」人だった。昼食時間はあったが、午前中も午後も、「お前がやったんだな」人だった。昼食時間はあったが、午前中も午後も、「お前がやったんだな」人だった。昼食時間はあったが、午前中も午後も、「お前がやったんだな」

「やっていません」という押し問答が続くばかりだった。夕食後もすぐ取調べが再開され、夜「やっていません」という押し問答が続くばかりだった。夕食後もすぐ取調べが再開され、夜「やっていません」という押し問答が続くばかりだった。夕食後もすぐ取調べが再開され、夜「やっていません」という押し問答が続くばかりだった。夕食後もすぐ取調べが再開され、夜

になると「今は科学捜査の時代だ。証拠があるんだ」という言い方をするようになった。「お前になると「今は科学捜査の時代だ。証拠があるんだ」という言い方をするようになった。「お前になると「今は科学捜査の時代だ。証拠があるんだ」という言い方をするようになった。「お前になると「今は科学捜査の時代だ。証拠があるんだ」という言い方をするようになった。「お前

はもう絶対、逃げられないんだ」、「早く白状しろ、そうすればラクになる」と言われ続け、そはもう絶対、逃げられないんだ」、「早く白状しろ、そうすればラクになる」と言われ続け、そはもう絶対、逃げられないんだ」、「早く白状しろ、そうすればラクになる」と言われ続け、そはもう絶対、逃げられないんだ」、「早く白状しろ、そうすればラクになる」と言われ続け、そ

の責めはいっそう厳しいものになった。髪の毛を引っ張る、足のスネを蹴るといった暴行を受の責めはいっそう厳しいものになった。髪の毛を引っ張る、足のスネを蹴るといった暴行を受の責めはいっそう厳しいものになった。髪の毛を引っ張る、足のスネを蹴るといった暴行を受の責めはいっそう厳しいものになった。髪の毛を引っ張る、足のスネを蹴るといった暴行を受

け、脅すようにテーブルをけ、脅すようにテーブルをけ、脅すようにテーブルをけ、脅すようにテーブルをどんどん叩くようなことも何度かあり、「この人たちはヤクザみたいどんどん叩くようなことも何度かあり、「この人たちはヤクザみたいどんどん叩くようなことも何度かあり、「この人たちはヤクザみたいどんどん叩くようなことも何度かあり、「この人たちはヤクザみたい

だ」と思って、ただただ怯えていた。「馬鹿ヅラをしているな」と言われたのもショックだった。だ」と思って、ただただ怯えていた。「馬鹿ヅラをしているな」と言われたのもショックだった。だ」と思って、ただただ怯えていた。「馬鹿ヅラをしているな」と言われたのもショックだった。だ」と思って、ただただ怯えていた。「馬鹿ヅラをしているな」と言われたのもショックだった。

そして午後そして午後そして午後そして午後 10101010 時すぎころ、もうどうでもいいや、という気持ちになり、とにかく早くこんな恐時すぎころ、もうどうでもいいや、という気持ちになり、とにかく早くこんな恐時すぎころ、もうどうでもいいや、という気持ちになり、とにかく早くこんな恐時すぎころ、もうどうでもいいや、という気持ちになり、とにかく早くこんな恐

怖からは逃げ出したいという気持ちが強くなって、「自分がやりました」と自白をした。怖からは逃げ出したいという気持ちが強くなって、「自分がやりました」と自白をした。怖からは逃げ出したいという気持ちが強くなって、「自分がやりました」と自白をした。怖からは逃げ出したいという気持ちが強くなって、「自分がやりました」と自白をした。    

    

この足利事件について、警察庁及び最高検察庁は、再審無罪判決直後の2010年 4月に、

それぞれ報告書を発表している。なぜ虚偽自白が生まれたのか、あるいは虚偽自白を見

抜けなかったのかについて、警察庁は「本件においては、 迎合の可能性があるという被

疑者の特性に対する留意を欠いた取調べによって、菅家さんをして捜査員の意に沿う供

述をさせてしまう結果になったものと認められる」とし、最高検察庁は「被疑者の性格

等によっては、 犯人ではないのに、犯人の気持ちになって想像し、具体的な事実関係さ

えも自ら現場に臨場して経験したことであるかのように供述してしまう被疑者があり得

ることに思いを致し、これらに配慮した取調べを行うとともに、なされた自白の信用性

等についても冷静かつ慎重に吟味・検討を尽くすべきであった」と分析している。 

要するに菅家さんの相手に迎合しやすい性格が悪かった、その特性が虚偽自白を生ん

だのだと言うのである。政府報告書がパラ 13 の回答（Reply No.94）で「取調べ官に迎

合しやすいなど相手方の境遇、性格等に由来した特性に応じた取調べを行うこと」を内

部規則に追加したと、わざわざ述べているのは、以上のような経過があるからである。 

被疑者の性格に虚偽自白の原因を求めるような姿勢にとどまっていては、拷問による

虚偽自白の再発は防止できない。足利事件でも任意同行の段階から取調べ全過程の録

音・録画がなされていれば、取調べ官による自白の強要自体がなかったはずで、虚偽自

白も生まれなかったはずである。 

６ 形式的な内部規則の強化や物理的な施設整備は、規約が求める水準での代替措置には

到底なりえない。起訴前の保釈制度がなく、代用監獄で最大 23 日間の身体拘束が認めら

れ、取調べに弁護士の立会いもない制度の下では、取調べの全過程の可視化が不可欠で

ある。 
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第１５条関係第１５条関係第１５条関係第１５条関係 

Reply No.162～～～～163 に対して（に対して（に対して（に対して（「自白」の強要「自白」の強要「自白」の強要「自白」の強要）））） 

任意性に問題のある自白を証拠として使用していることを裏付ける統計結果 

 政府報告では憲法と刑事訴訟法の規定に従い検察当局は適切に運用していると述べて

いるが、実際には２０１１年に、任意性に問題のある自白を証拠として使用していること

を裏付ける統計結果が公表された。 

    

検察官意識調査の結果検察官意識調査の結果検察官意識調査の結果検察官意識調査の結果    ――――    上司の指示に反対できず、任意性に問題ある調書を作成している実態上司の指示に反対できず、任意性に問題ある調書を作成している実態上司の指示に反対できず、任意性に問題ある調書を作成している実態上司の指示に反対できず、任意性に問題ある調書を作成している実態    

  ２０１１年２月、最高検察庁が無記名で日本の１４４４人全検事にアンケートを実施。回答率９２０１１年２月、最高検察庁が無記名で日本の１４４４人全検事にアンケートを実施。回答率９２０１１年２月、最高検察庁が無記名で日本の１４４４人全検事にアンケートを実施。回答率９２０１１年２月、最高検察庁が無記名で日本の１４４４人全検事にアンケートを実施。回答率９

０．４％。（以下は、同年３月１１日付けマスコミ各社の報道による）０．４％。（以下は、同年３月１１日付けマスコミ各社の報道による）０．４％。（以下は、同年３月１１日付けマスコミ各社の報道による）０．４％。（以下は、同年３月１１日付けマスコミ各社の報道による）    

 

２０１１年３月１１日、最高検は、全検事の意識調査（アンケート）結果を発表し、マスコミ

が報じているが、その中には以下の数字があげられている。 

「被疑者の供述と異なる調書作成を上司から指示されたことがある」 

大変よく当てはまる＝６．５％ まあまあ当てはまる＝１９．６％ 合計＝26.1％ 

「任意性などの点で問題が生じかねない取り調べを見聞きした」 

大変よく当てはまる＝５．４％ まあまあ当てはまる＝２２．３％ 合計＝27.7％ 

「不正行為を内部告発したり幹部に直訴したりした人は人事で不利になると感じる」 22.8％ 

 

  この数字は、検察官による「自白」強要が相当数おこなわれていることを裏付けるも

のだが、それにも増して重要なのは、個々の検察官は不適切な捜査であることを認識し

ていながら、上司の指示に反して自らの正義感を貫くことができない現実―自らの良心

を発揮できない現実―を示している点である。 

 

 以上の実例と統計から、日本の検察官の職場で、自由に意見を述べることができないと

いう実態が広くあることは明白である。 

 捜査機関による「自白」強要の防止は、捜査員一人ひとりの意見の自由の保障なくして

は確保されない。このことは、本来、捜査員一人ひとりは良心をもっており、この良心を

発揮できる職場環境の確保こそが人権状況全体の改善につながることを示している。 

 これは、すべての国際人権条約の履行―すなわち、国家による人権侵害の防止を確保す

る上で不可欠であり、普遍的な原理と考えられる。 

 

Reply No.164 に対して（に対して（に対して（に対して（不当な取り調べに対する不服申立不当な取り調べに対する不服申立不当な取り調べに対する不服申立不当な取り調べに対する不服申立）））） 

政府の回答が「２０１０年６月から９月までの間」というわずか４カ月間に限定して「こ

れらのうち裁判となった事案はない」としていることは恣意的な期間限定が疑われる。 

国民救援会が知っている、不当な取り調べが裁判で訴えられている例 

 国民救援会が扱っている冤罪事件の中では、前回審査以降、次の裁判が行われている。 



12 

 

大阪地裁所長オヤジ狩り（襲撃）事件大阪地裁所長オヤジ狩り（襲撃）事件大阪地裁所長オヤジ狩り（襲撃）事件大阪地裁所長オヤジ狩り（襲撃）事件    

 ２００３年、大阪地裁所長が襲われ現金を奪われ重症を負った事件で多数の少年が嘘の

供述を強要され、犯人とされた若者５人全員の無罪となった後、２００８年に国家賠償請

求訴訟を提起。２０１１年、若者に対する取り調べで暴行があったこと、捜査が違法であ

ることを認め、賠償を命じる判決が確定した。 

 

布川事件布川事件布川事件布川事件    

 １９６７年に起きた強盗殺人事件で、桜井昌司さん、杉山卓男さんが犯人として無期懲

役刑が確定したが２０１１年、再審無罪となった事件。再審無罪判決は、二人と事件を結

びつける物証がないこと、換言すれば目撃証言と捜査段階の自白しか証拠がないことを認

めた。２０１２年、桜井さんは国賠訴訟を提起した。 

 

第１６条関係第１６条関係第１６条関係第１６条関係    

 

第１６条第１項前段に違反すると思われる２事例の報告第１６条第１項前段に違反すると思われる２事例の報告第１６条第１項前段に違反すると思われる２事例の報告第１６条第１項前段に違反すると思われる２事例の報告    

①大阪市思想調査アンケート裁判の報告 

  ２０１２年２月９日、大阪市は職員に対して「労使関係に関する職員のアンケート調

査」を実施した。このアンケート調査は市長の業務命令として発せられ、正確な回答が

なされない場合は処分の対象となると明記されており、各職場に於いて大きな波紋を呼

んだ。設問は職員の思想・良心の自由を蹂躙し、個々人の人格をまるごと支配しようと

する意図を持った内容であるにもかかわらず、職員に回答しない自由は与えられていな

い。拷問禁止条約 1 条の精神的苦痛を故意に与える行為であり、公的資格で行動するも

のにより行われたと解することができる。現在 55 名の市職員が大阪市を相手取り国賠請

求中。 

  これを指示した橋下市長は、現在、５０人を超える国会議員を擁する政党・日本維新

の会の共同代表を務めている。 

この問題で国はなんらの対応もしていない。 

 ②実例実例実例実例６６６６「名張毒ぶどう酒事件」「名張毒ぶどう酒事件」「名張毒ぶどう酒事件」「名張毒ぶどう酒事件」    

奥西勝さんは、誤嚥性肺炎で名古屋拘置所から、八王子医療刑務所に移送される際、

逃亡の虞れが全くないにもかかわらず、手錠をされて、移送された。しかも、八王子医

療刑務所に移送される途中で入院した名古屋市の民間病院においては、移送中であるこ

とを理由に、ほとんど自力で動くことができない状況であったにもかかわらず、治療中

のベッドの上でも手錠がされており、弁護団や支援者の抗議を受けて止めるまで、ベッ

ドでの片手錠を継続した。 

 

Reply No.192 に対して（に対して（に対して（に対して（適切な医療措置が講じられない実態適切な医療措置が講じられない実態適切な医療措置が講じられない実態適切な医療措置が講じられない実態）））） 

「被収容者に対して適切な医療が提供され」なかった例 

実例実例実例実例７７７７「日野町事件」「日野町事件」「日野町事件」「日野町事件」    
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１９８４年に発生した強盗殺人事件の犯人とされ、２０００年から無期懲役刑で服役し

ていた阪原弘さんは、第二次再審請求中に病状が悪化し、刑務所から外部の民間病院に救

急搬送されたが、２０１１年３月、７５歳で死亡した。 

阪原さんは有罪確定前の１９９６年、大阪拘置所内で慢性気管支炎を発症して後、難治

性の肺炎と診断された。面会でも体重の著しい減少など体力低下が認められたため、家族・

弁護人・支援者は医療施設での治療を求め始めた。 

９８年、拘置所当局も「難治性の肺炎が再燃し、致死的な病態に至る可能性は高い」と

回答（弁護士照会に対する回答）。２年後にようやく勾留執行が停止され、民間病院に移送。

体重４５キロに回復。自力歩行や外泊も可能な状態になった。 

ところが、有罪が確定した後は、医療刑務所に収容された一時期を除いて、刑務所では

適切な治療が行われなくなったため、家族らは再び、医療施設での治療を求め続けた。 

しかし、体重が４０㎏を切る状態から回復しないため、家族が治療方針の説明を求めた

ところ、岡山刑務所の担当医師は、「危篤状態の一歩手前になれば救急車を呼ぶ」との発言

をした。そのため、家族・支援者らは、そのような対応では手遅れになることを指摘し続

けた。 

ところが、刑務所、法務省はいずれも家族らの要請に応じず、ついに発症から１４年目

の２０１０年末、呼吸状態の悪化、心不全を含む症状の急変（広島市・吉島病院「入院診

療計画書」）があり救急車で外部の民間病院に移送されたが、重篤な状態が続き２０１１年

３月、死亡した。 

 なお、法務省の統計によると２０１１年までの１０年間に刑事施設内で死亡した無期懲

役受刑者は１４７人とされるが、阪原さんのように外部で死亡した元収容者の実態は十分

明らかにされていない。 

 

【発病から死亡までの主な経過】 

１９９６年 ９月頃 大阪拘置所で慢性気管支炎を発病。 

   家族・弁護人・支援者が外部医療を求め始める。 

１９９８年 １月  大阪拘置所が「致死的病態に至る可能性が高い」と認める。 

２０００年 ５月  勾留執行停止。外部の民間病院へ移送、急速に症状回復。 

      ９月  有罪（無期懲役）確定。 

その後、大阪拘置所へ再収容、大阪医療刑務所へ移送の後、岡山、尾道、広島の刑務所へ順次移管。こ

の間、体重は再び３０キロ代に減少。著しい体力低下。家族・弁護人・支援者が外部医療を求め続ける 

２００２年１１月  岡山刑務所担当医が「危篤の一歩手前に救急車を呼ぶ」と発言 

２０１０年 ７月  家族面会で体調が極端に悪化していることを確認（阪原さん本人の話で、戻して

しまい食事がまともに摂れないこと、刑務所の対応は市販の頭痛・便秘薬の投与

のみであることを確認）。しかし広島刑務所は、家族の病状説明要請に対してこ

れを拒否し、「そんなに心配する病状ではない」と回答。 

１２月  面会した家族に対して広島刑務所が、病態悪化で「最悪の事態のときは、外部の

病院に入れるが…」と説明、弁護人・支援者が直ちに外部病院へ移すことの要請

を始めて４日後、意識不明の重体に陥って外部病院へ移送、さらにその４日後に

広島地検が刑を執行停止 
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２０１１年 ３月  阪原さん、上記病院で死亡。 

 

Reply No.205 に対して（に対して（に対して（に対して（死刑確定者への面会死刑確定者への面会死刑確定者への面会死刑確定者への面会）））） 

政府は、「親族以外についても、各刑事施設の長が、法律の趣旨を踏まえて、個別事案ご

とに、適切に判断している」と回答するが、名張毒ぶどう酒事件の奥西勝さんについては、

７人の支援者を除いて、訪問を認めていない。訪問を希望している支援者が多数おり、本

人（奥西さん）も面会を希望するにもかかわらず、訪問・面会を認められない支援者が多

数存在する実態がある。 

    

Reply No.287～～～～291 に対して（に対して（に対して（に対して（国内人権救済機関等国内人権救済機関等国内人権救済機関等国内人権救済機関等）））） 

 政府は２０１２年１１月９日新たな人権救済制度に関する法案を国家に提出した。しか

し、国会の解散により、同法案は再び廃案になった。 

 政府の報告によれば「我が国としては、人権侵害の被害者に対する実効的な救済を実現

するため、政府が独立性を有する国内人権機構の創設に向けて必要な準備を進めている」

とあるが、提出された法案には以下のような問題点があり、私たちは法案に反対し、その

修正を求めた。 

 １つ目は、禁止行為として、「人権侵害行為」の他に「識別情報の摘示」を定めている

点である（同法案２条２項）。法案では、人種等共通の属性を有する不特定多数の者に対

して当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを容易に識別することを可能と

する情報を公然と摘示する行為（「識別情報の摘示」）を「人権侵害行為」とは別に禁止

行為としている。この点、２０１１年１２月１５日に公表された「法案の概要」では、上

記行為を「差別助長行為」と呼称していたが、法案では曖昧であるとの批判を受けて「差

別助長行為」という呼称を用いていない。しかし、上記行為でも、「差別的取扱いをする

ことを助長し、又は誘発する目的」の有無が問題になるが、かかる目的の範囲は曖昧であ

り、判断者の恣意に左右される虞れがある。したがって、上記「識別情報の摘示」は禁止

行為から外すべきである。 

 ２つ目は、人権侵害行為の定義として、「何人も、特定の者に対し、不当な差別、虐待

その他の人権を違法に侵害する行為」としている点である（同法案２条１項）。「不当な

差別、虐待」は人権侵害を代表するような中心的概念ではなく、例示とするには不適格で

あり、人権侵害が「不当な差別、虐待」及びそれに類するものであると限定的に矮小化さ

れて解釈されるおそれがある。したがって、「不当な差別、虐待」という例示は除くべき

である。 

 ３つ目は、組織の点である。法案では人権委員会を国家行政組織法３条２項の３条委員

会として法務省の外局として設置するとしている（４条）。しかしながら、法務省の外局

として設置されるのであれば、法務省内での人事異動がされるなど、法務省との人的組織

的密接性をぬぐい去ることはできない。法務省管轄機関である刑務所や入国管理局は人権

侵害の多発地帯であることを考えると、人権委員会は内閣府に設置すべきである。 

 また、法案では、人権委員会の地方組織の事務を法務局長・地方法務局長に委任するこ
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とが予定されているが、公権力、特に法務省管轄機関による人権侵害事件に対する対処へ

の実効性の観点から問題がある。人権委員会の地方組織を国家機関の地方組織に委任する

のではなく、独立行政委員会の地方組織として、独自の地方職員を充実させ、人権委員会

自らが地方組織の事務を行うようにするべきである。 

 以上のように、法案に示された人権委員会には救済対象行為の範囲、定義及び組織の点

で大きな問題がある。 

  １９９３年に国連で採択されたパリ原則に基づき、国連から政府に再三国内人権機関を

設置するよう勧告が行われている。私たちは、同法案により公権力による人権侵害を救済

できる、政府から独立した国内人権機関が設置されるのであれば歓迎するものである。し

かしながら、同法案には、以上のような見過ごせない問題点があったため、法案に反対せ

ざるを得なかった。 


